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簸義照会により処方内容の蛮更が行わ

れた場合，蛮更箇所について処方医の

訂正印はなくてもかまいませんか。また，後日，

処方医から蛮更後の処方せんを新しく発行しても

らうことが可能な場合には，蛮更前の処方せんと

新しい処方せんを差し替えたほうがよいのでしょ

うか。(匿名希望)

処方内容に変更が生 じた場合には，その薬

局の薬剤師が変史後の内谷や処hl宝からの
司‘・-

回答内容などを記入するよう義務付けられていま すので，

処方|まから宵TTF.今印をもらう必要はありませんり ー方，変

更が生じた処方せんを新しいものと差し替 えること につ

いては，楽剤自iliによる疑義照会の記録がなくなってしま

うなど，し、くつかの間題があると考えられます。

処方せんの"1コに疑わしい点がある場合，薬剤師には処

方l宏への疑義照会が義務付けられており(薬剤師法第24

条)，処方医の指示 により処方変更が行われた場合にはそ

の変更内容，また，変更が行われなかった場合でも，処

方1去からの回答内容を処方せんに記入しなければなりま

せん(薬剤師法施行規則第 15条，表)。 しかし，処方変更

が生じた場合の取り扱いのうち，処方医から変更部分に

ついて訂正印をもらうことの必要性については，関係法

令および通知lにおいても明記されていません。

調剤をしていて疑問に思ったこと，

てU 医師または患者さんに聞かれて困ったこと，
ノI、 ‘

/'T¥ 医師に疑義照会して対応したが

' いま一つ納得できないこと，ありませんか?

皆さんの疑問に各分野の専門家がお答えいたします。

どしどし質問してください。

「質問の募集」要項は59頁にあります。

なお.回答は本誌に掲載することによってのみ行います。

電話やファクシミリによる回答はご容赦ください。

また，特殊なケースの質問は

採用されないこともありますので予めご了承ください。

表薬剤師による疑義照会
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|薬剤帥法(lIil布1:ぉ'fR月]()11. 法律第146号)I 
(処方せん中の疑義)

第24条 薬剤師は‘処方せん中に疑わしい点があるときは唱その処方

せんを交付した医師司歯科医師又は獣医師に問い合わせて，その疑わ

しい点を確かめた後でなければ，これによって調剤してはならなし、

(処方せんへの記入等)

第26条 薬剤師は苛調剤したときは司その処方せんに哩調剤済みの旨

(その調書Ijによって，当該処方せんが調剤済みとならなかったときは噌

調斉IJ量)，調剤年月日その他厚生労働省令で定める事項を記入し‘か

つ，記名押印し司又は署名しなければならなL、

薬剤師法他行胤則 (11(1利:l(j句 2月1U.厚生省令第5号)

(処方せんの記入事項)

第15条 法第26条の規定により処方せんに記入しなければならない

事項は，誠剤済みの旨叉は調剤量及び調剤年月日のほか司次のとお

りとする。

1 調剤した薬局又は病院若しくは診療所若しくは飼育動物診療施設

の名称及び所在地

2 法第四条第2項の規定により医師司歯科医師又は獣医師の同意

を得て処方せんに記載された医薬品を変更して調剤した場合に

は，その変更の内容

3 法第24条の規定により医師時歯科医師又は獣医師に疑わしい点

を確かめた場合には.その回答の内容

かつて I:{本薬剤師会では，電話によるやり取りのトラ

ブルをできるだ、け防止することや，その変更についての

確実性を担保するなどの意味もあり，処方医から変更部

分についての訂正印をもらうように勧めてきました。し

かし， 医薬分業の定着とともに，その必要性が低くなっ

てきたという背景もあり，現在では処方変更のための訂
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(匿名希望)

特に決められた訂正方法はありませんが

合は伺か決まりがあるのでしょうか。
正印は不要であると解釈しています。

処方医から変更後の処方せんを新しく発行して

もらった上で，変更前の処方せんと差し替えても問題な

いかというご質問ですが，

一方，

レセプトの記載要領に準じて二重取消線で後で変更i斉みの処方せんに交

修正するなど，イ1多iEの経緯を明らかにしておくことが必

要です。

す

なわち，処方変更までの経緯や処方医からの回答内容が

全く残らなくなってしまうため，薬剤師による業務の記

薬局に当初の処方内符や疑義照会の記録，換すると，

診療報酬請求嘗および、診療報酬明細|警に記載した箇所

を訂正する場合には， r修正被を使用することな く，誤っ

て記載した数字等を--線で抹消の上，正しい数字等を

業務の内容がみ録がみえなくなってしまいます。

えないだけでなく，保険請求上の根拠となる記録がなく

また

とされています。これは，記載寸ることJ重複投薬・相瓦作用防止加算などの算定の信感なれば，
調剤報酬請求

~および調剤報酬明細書においても 同様です。性を問われることにもなりかねません。したがって，変更

特に決められた訂正方法はあ一方，茶庭については，いくつかの前と変更後の処方せんを差し替えることは，

りませんが，言TlF俸に至るまでの経緯や訂正前の内容など
問題が生じるものと考えられます。

その訂正内容の正当性を

明確にしておくことが必要ですO したがって，修正械は

使用せず， 二重取7ì~í線で訂正するというレセプトの記放

要領に準じることが妥当であると考えます。

を把握できる状態にしておき，

レ

セブトの記載内容を訂正する場合は，

二重線で抹消した よで正しいものを記載すること

になっていますが，薬歴の記載内容を修正する場

薬歴の記載方法について質問です。
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(皐"

お詫ひぴ.と訂正
本誌2(りx治叫o

とともに， 吉訂iTlE心させていただき ます。 るとともに，言r1日せてい'ただきます。

図2 ・包化薬の考え方(例2)

誤 〈制剤料> ー包イtiJ.!j 194点

処方せん lの処方2，および処方せん2の処方2

く調斉1)料>ー包化策 97点正

医13 包化来の考えブi(例3)

誤 <調剤料>内服薬り6点

プレドニゾロン5正Img正プレドニゾロ/f;i'5mg誤

<制点リ1'4>I大'lflf{来 105.':句正
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